
第 20回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会の御案内 
令和 7 年 1 月吉日 

謹啓 

各府県連、役員、選手の皆様におかれましては益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。

「第 20回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会」を下記要項にて開催する運びとなりました。

連休中の何かとお忙しい時節とは思いますが、万障お繰り合わせの上、皆様の多数ご参加を心

よりお待ち申し上げます。      

神戸市スポーツチャンバラ協会  

会長   大宮 勉 

記 

一  日 時   令和 7年 4月 27日（日） 

受 付  9:10（開場 9:00） 開会式   9:30（選手集合 9:25） 

 

二  会 場  神戸常磐アリーナ（旧県立文化体育館） 

神戸市長田区蓮池町１－１℡078-631-1701 

 

三  交 通  車 ：国道２号線大橋４丁目北上 

        電車：山陽電鉄｢西代駅｣下車徒歩５分 

 

四  申込み  別紙申込書に必要事項を記入の上、極力エクセル入力後Ｅメールにてお申込

下さい。 

Ｅメール  kadow240@gmail.com FAX 078-915-1021（門脇まで） 

（神戸鈴蘭台ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに申込書エクセルを貼っております。そちらからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ願います。） 

http://www.eonet.ne.jp/~suzurandaisc/ 

 

五  締切り  令和 7年 4月 13日（日） 

 

六  参加費  【個人戦】幼 1,500円 他 2,000円 男子 40歳以上小太刀（R40）+500円 

   男子 50歳以上小太刀（R50）+500円 

   女子 30歳以上小太刀（R30）+500円（希望者のみ追加金） 

  【団体戦】1チームにつき 2,000円 

参加費は当日の受付けにて現金払いをお願いします。 

 

七  種 目  【個人戦】小学生三種目(基本動作･小太刀･長剣･部外より選択) 

        幼年・一般女子（中学女子含む）・中高一般男子 打突三種目 

  +男子 R40、R50 +女子 R30（希望者は打突四種目） 

  (いずれも団体戦は除く)  学年等は新学年で振り分け下さい。 

 

【団体戦】（全部門３人制）下の学年から格上挑戦可 （各自指導者承認要）  

小学低学年の部 先鋒（小太刀）  中堅（楯小太刀） 大将（長剣 F） 

小学高学年の部 先鋒（小太刀）  中堅（長剣 F）  大将（楯長剣） 

女子の部 先鋒（小太刀）  中堅（異種 S）  大将（異種 L） 

中高一般の部 先鋒（小太刀）  中堅（異種 S）  大将（異種 L） 

※女子の部のみ他クラブ間選手貸借有り。他部門は不可。 

※神戸市内クラブのみ各部門 2チーム編成可。他クラブは各部門 1チームのみ。 



 【個人戦】 

 学年 段級目安 基本動作 小太刀 R 小太刀 長剣 F ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ 異種 S 異種 L 

① 幼年 幼年 － ○ － ○ ○ － － 

② 1､2年生 9-10級 〇 〇 － 〇 － 〇楯小のみ 

③ 3､4年生 7-8級 〇 〇 － 〇 － 〇楯小のみ 

④ 5､6年生 5-6級 〇 〇 － 〇 － 〇楯長のみ 

⑤ 中学生 3-4級 － ○ － ○ － ○ 

⑥ 女子 女子 － ○ 〇R30 ○ － ○ 

⑦ 

高/一般 

1-2級 － ○  

〇

R40/R50 

○ － ※ ※ 

⑧ 初段 － ○ ○ － 
※ ※ 

⑨ 二段以上 － ○ ○ － 

※基本動作は小学生のみ。基本動作得物は小太刀のみ。 

※小学生異種は 1､2年 3､4年は楯小太刀のみ、5､6年は楯長剣のみ。 

※小学生は基本動作含めて 4種目から 3種目選択（打突のみ 3種目選択も可）。 

※異種 S：ショート（短刀･小太刀･短槍･長剣両手･楯小太刀） 

異種 L：ロング （長剣 F･二刀･楯長剣･長槍･棒･杖･長巻） 

短刀･短槍･長槍･棒･杖･長巻は安全講習受講者のみ 

 ※中学生、女子の異種は Sと L混合とする。 

※表中の※印は択一選択 

※各自指導者許可を条件に格上挑戦可能とする。 

※短刀は 45cm のみとし、剣持ちでない手は打たれても無効でかばい手にもしない（楯と同

様扱い）。 

 

八  表 彰  幼年サバイバルは優勝者のみ。（メダル有り） 

個人戦団体戦ともに 優勝、準優勝、３位。（メダル有り） 

 

九  試合規則 １・国際スポーツチャンバラ協会規則、審判規則に則り実施。 

２・決勝戦を除き１分間１本勝負とする。決勝戦は３分間３本勝負。 

３・相打ちは両者反則負け。（２回迄は注意、団体戦は１回目から両者負け） 

 

十  審判注意 １・審判は公認審判資格の保持者に限る。 

２・服装は、紺、又は黒上着、白ズボン、白カッター、紺ネクタイ、白 

靴下を厳守する。ビブス着用不要。 

  ※専任審判の先生方には昼食弁当をご用意いたします。 

 


